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１．中国の最低賃金の状況 

（１）中国の最低賃金制度の概況 
 中国政府は低所得者層の権益保障を非常に重視しており、1984年には国際労働機関の1930

年第26号条約である『最低賃金決定制度条約』を批准した。中国における最低賃金制度の構
築は1993年1に始まり、1994年に施行した「中華人民共和国労働法」第48条で「国は最低賃金
保障制度を実行する」と定めた。その後、2004年には中国政府の行政主管部門が正式に『最
低賃金規定』を公布し、中国の31の省、自治区、直轄市で次々と最低賃金制度を策定し、実
行した。各地域では、政府が責任を持ってそれぞれの地域の最低賃金基準を制定、調整し、
国がマクロのレベルでこれに対する指導・調整統率を行っている。 

 中国では、最低賃金制度の適用範囲は非常に広く、国内企業、民間の非企業組織、雇用者
のいる個人商工業者ならびにこれと労働関係を形成する労働者、国家機関、事業組織、社会
団体、及びこれと労働契約関係を結ぶ労働者を含み、月間の最低賃金基準の実行とともに時
間あたりの基準2も明確に定めていることから、自由な就業形態の労働者も適用範囲に含まれる。 

 月間の最低賃金基準の確定・調整に当たっては、一方で、国際労働機関の関連条約を参考
にするとともに、もう一方で、中国の国情を考慮して、それぞれの土地の就業者及びその被
扶養者の最低生活費、都市部住民の消費者物価指数、従業員個人が納付する社会保険料及び
住宅積立金、従業員の平均賃金、経済発展のレベル、就業状況等が参考要素として選定され
ている。現在の実施状況を見ると、絶対多数の地域で、最低賃金基準を調整する際にこうし
た要素を考慮している。 

 『最低賃金規定』では、「最低賃金基準は少なくとも 2 年に 1 度調整する」と規定してお
り、最低賃金が経済発展に合わせて正しく引き上げられるよう保証している。『最低賃金規定』
では更に、「各地域の最低賃金の調整に当たっては、三者協議の原則を採り、調整案は国家労
働保障部に報告する。使用者側組織はそれぞれの土地の最低賃金基準を労働者に告知しなけ
ればならない」と明記している。こうした規定は、低所得者層を市場の衝撃から守るうえで、
積極的な役割を果たしている。中国の最低賃金制度は、徐々に整備され、秩序だって実施さ
れている。      

                                                      

 

1

 1993 年に中国の旧労働部が『企業最低賃金規定』を公布した。 

 

2

 中国の各地域の最低賃金基準には通常、月額の最低賃金と時間額の最低賃金の 2 種類の形式が採られる。月
間の最低賃金基準は全日制の就業形態の労働者に適用され、時間の最低賃金基準は非全日制の就業形態の労
働者に適用される。 
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（２）2004年から2013年の中国の最低賃金の引き上げ状況 
 2004年に最低賃金制度が制定されて以来、中国では31の省、自治区、直轄市で最低賃金基
準を定め、調整してきた。表 1 に「中国の31の地域における法定最低賃金基準及びその上昇
率（2004～2013年）」を示した（各表は論文末参照）。 

 表 1 の最低賃金基準は、それぞれの地域の最低賃金基準のうちの最高ランク3の金額を示し
たものである。10年間の各地の最低賃金基準をみると、最低賃金基準は最少で 1 ランク、最
多で10ランクに分けられている。2013年を例に見ると、14の地域が 4 ランク、11の地域が 3 ラ
ンク、 2 つの地域が 2 ランク、 3 つの直轄市（北京、天津、上海）が 1 ランクの最低賃金基
準を設定し、江西省だけが最多の 5 ランクの最低賃金基準を設定している。ランクは全部あ
わせて101あったわけである。その内訳を見ると、21のランクの最低賃金基準が1,000元以下
で、800元から1,000元の間となっており、その他はいずれも1,000元を上回り、最高ランクの
上海市は1,620元4であった。2004年から2013年の10年間に、各地域の最低賃金基準は平均で
12.79%上昇した。海南省が9.55%であったのを除くと、上昇率は30の地域でいずれも10%以上
であった。平均上昇率が最も高いのは江西省で、その上昇率は17.27%であった。 

 
（３）2014年の中国の最低賃金の状況 
 2014年も依然として、最低賃金上昇の勢いは強い。 8 月 1 日までの時点で、すでに16の地
域で最低賃金基準が引き上げられた5。その状況を表 2 「2014年の16の地域における法定最低
賃金基準」に示した。 

 表 1 の2014年の16の地域の最低賃金の平均上昇率13.23%を、2004年から2013年までの31の
地域の平均上昇率12.79%と比べると、基本的に同様の水準で、0.44ポイント上回っている。 

 

２．中国における最低賃金発展の特徴 
 中国における最低賃金基準の調整状況について表 1 を見ると、2004年から2013年の間、 4 

つの地域（北京市、天津市、上海市、湖南省）では調整回数が毎年 1 回であったが（北京市
では2004年に2回調整されている）、その他の27の地域はいずれも、 1 ～ 2 年に 1 回の頻度で
調整されている6。全体的に見て、各地域とも基本的に、最低賃金制度に照らして実際に調整・
実施している。 

 中国は発展途上国であるが、改革開放政策が打ち出されて30年あまり、経済的に高度成長

                                                      

 

3

 1 つの地域の最高ランクとその他の各ランクとの差はあまり大きくないため、本報告では、その地域の各ラン
クの最低賃金基準の平均を求めず、その地域の第 1 のランク、すなわち最高ランクを取って表に示した。 

 

4

 2013 年に、中国の時間額の最低賃金基準が最も高かったのは北京市と新疆ウィグル自治区で、15.2 元/であっ
た。2014 年に、中国の時間額の最低賃金基準が最も高かったのは上海市で 17 元であった。 

 

5

 16 の地域に深圳経済特区は含まれない。深圳市の最低賃金基準は 2003 年に 600 元、2013 年に 1,600 元で、2014

年には 1,808 元に調整されている。 

 

6

 チベット自治区では 2004 年に最低賃金制度が実施されるようになり、最低賃金基準の最高ランクは 495 元と
定められた。4 年後の 2008 年に最初の調整が行われ、最高ランク基準は 730 元となっている。 
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を続け、すでにGDPは世界第 2 位となった。その中国の最低賃金制度には、以下の 3 つの特
徴がみられる。 

 
（１）特徴その１：中国の最低賃金の重点は「底上げ」である 
 1894年にニュージーランドで初めて最低賃金制度が設けられてからすでに120年が過ぎ、現
在、世界のほとんどの国で最低賃金制度が制定されている。最低賃金はその制定の日から、
弱者層が労働市場で衝撃や侵害を受けないよう、機能している。中国の最低賃金制度も例外
ではなく、特にここ数年、中国政府は「安定成長、改革促進、構造調整、民生優遇」の経済
発展目標を掲げ、民政優遇措置の面で、最低賃金基準をCPI上昇率以上とすることを重要な
手段の 1 つとしている。その状況を表 3 「中国の31の地域における法定最低賃金指数とCPI

の比較（2004～2012年）」に示した。 

 表 3 から分かる通り、全国における各年の平均最低賃金指数は、いずれも都市住民の消費
者物価指数を3-20ポイント上回っており、制度上から低所得者層の実質的購買力が低下する
ことのないよう保証している。地域別に見ると、2005年に20地域、2007年に17地域、2008年
に 8 地域、2011年と2012年にそれぞれ 7 地域でCPIが最低賃金指数を上回ったが、それ以外
の年は大多数の地域で最低賃金指数がその地域のCPIを上回った。また、最低賃金指数がそ
の地域のCPIを上回ったケースでは、その年、その地域で最低賃金水準が調整されなかった
ことが主な原因であった。 

 所得層によってCPIによる影響は異なるが、低所得者層は他の所得者層より物価上昇の影
響を受けやすい。その上、低所得者層の消費構造は主に食品支出から成り立っている。表 4 

「中国都市部の（最）低所得者層の 1 人あたりの平均食品支出とその割合（2004～2012年）」
に状況を示した。現在、『中国統計年鑑』には各地域の都市家庭の等級別所得状況は示されて
いないため、全国データで10%の最低所得世帯と10%の低所得世帯の現金支出構造を把握し
た。表 4 によれば、2004年から2012年までの 1 人あたりの平均食品支出は、支出総額の半分
近くを占めている。つまり、食品価格は低所得世帯により大きな影響を与えるわけで、中で
も最低所得世帯に与える影響は低所得世帯に与える影響を上回る。 

 そこで、CPIを食品物価指数に置き換えて、表 3 の内容を改めて計算してみたところ、結
果には少し変化が見られた。それを表 5 「中国の31の地域における法定最低賃金指数と食品
物価指数の比較（2004～2012年）」に示した。表 3 と表 5 を比べてみると、2004年から2012

年の全国平均のCPIと食品物価指数の間にはかなりの差があり、最高で 9 ポイント近く異な
る。その分、食品物価指数と最低賃金指数との差も、CPIと最低賃金指数との差より小さく
なっている。 

 表 5 から明らかな通り、全国の各年の平均最低賃金指数と都市住民の食品物価指数を比較
してみると、2007年と2008年は最低賃金指数が食品物価指数を下回ってマイナスとなり、2007

年が－0.45ポイント、2008年が－4.92ポイントとなった（表 3 によれば、CPIとの比較ではマ
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イナスは生じていない）。その他の各年も最低賃金指数と食品物価指数の差は少なく、その幅
は1～7ポイントの間となっている。地域別に見ても、その土地の都市住民の食品物価指数が
最低賃金指数を上回るケースはCPIよりも多く、特に2007年と2008年は、CPIが最低賃金指数
を上回った地域は2007年に17地域、2008年に 8 地域であったのに対し、食品物価指数が最低
賃金指数を上回った地域は2007年に21地域、2008年に17地域と多くなっている。以上の通り、
食品物価指数をCPIに代替させてみると、2007年と2008年には最低賃金指数が食品物価指数
を下回って購買力が落ちており、その他、各年、各地域とも、都市住民食品物価指数が最低
賃金指数を上回るケースがやや多いことが分かる。しかし全体的には実質的変化は生じてお
らず、最低賃金は依然として保障の役割を果たしている。 

 
（２）特徴その２：中国の最低賃金は経済的成果の分配も配慮している 
 中国は社会主義市場経済体制を実行しており、中国共産党は、日増しに高まる人民の物質
的ニーズを絶えず満たしていくことを最終的な目標としている。中国における最低賃金制度
の実施は、経済発展がもたらすメリットを低所得層が享受することも保証している。 1 人あ
たりの平均GDPは経済発展水準（成果）を表すが、表 3 と表 5 の2008年から2012年のデータ
を基礎として、そこに 1 人あたりの平均GDPの指数を導入し7、それを、表 6 「中国の31地域
における法定最低賃金指数とCPI、 1 人あたりの平均GDP指数の比較（2008～2012年）」、表 7 

「中国の31地域における法定最低賃金指数と食品物価指数、1 人あたりの平均GDP指数の比較
（2008-2012）」に示した。 

 表 6 と表 7 を見ると、最低賃金指数の変動が、物価指数の上昇分を補うと同時に、 1 人あ
たりGDPの実質的上昇が示す経済発展の成果を享受していることが分かる。2008年から2012

年の 4 年間の全国平均値を分析してみると、経済運営の結果を総合的に反映する物価指数と
1人あたりの実質的GDP指数の全体値を 1 とした場合、最低賃金指数値はいずれも0.91～1.08

の間にある。つまり、最低賃金指数値と物価指数＋ 1 人あたりの実質的GDP指数の全体値は
基本的に同じペースで上昇している。地域によって最低賃金の上昇は速かったり遅かったり
し、その比率は、一部地域で年度により1.1を超えるが、それ以外はいずれも0.7～1.1の間に
あって、最低賃金と経済成長結果がバランスのとれた展開をしていることが分かる。 

 
（３）特徴その３：中国の最低賃金と社会の平均賃金との差を縮める 
 周知の通り、中国では社会的グループの所得格差がかなり顕著であるが、すでに中所得国
となった中国にとっては、所得分配格差をいかに縮小し、「中所得の落とし穴」にはまらぬよ
うにするかが現在直面する課題である。所得格差縮小の手段の 1 つとして、中国政府は、最
低賃金が平均賃金に占める割合を引き上げることを選択した。表 8 は、「中国の31の地域に

                                                      

 

7

 1 人あたりの平均 GDP 指数は不変価格で計算したものである。 
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おける法定最低賃金が平均賃金に占める割合（2004～2012年）」である。 

 表 8 から分かる通り、最低賃金が平均賃金に占める割合は、国際的な基準である40～60%

を明らかに下回っているうえ、全国の平均値を見ると、その割合はごくわずかに変動しなが
ら年々下降する傾向にあり、2012年は2004年比で4.03ポイント低下した。これまでに挙げた
諸表が反映する最低賃金と経済発展の総合的成果のバランスという角度から見た場合、最低
賃金の上昇は基本的に適度なものであった。とすると、表 8 の計算結果は、都市部組織の就
業者の平均賃金の上昇率が相対的に高いこと、統計の規格にある程度の偏差が存在すること
の現れにすぎない。『中国統計年鑑』では、都市部組織の就業者の平均賃金に民間組織の平均
賃金が含まれておらず、民間組織の平均賃金については単独で統計がとられている。しかし、
民間組織の平均賃金を平均賃金に含めなければ、最低賃金と平均賃金の関係を客観的に見る
ことはできない。表 9 は、「中国の31の地域における法定最低賃金が民間組織の平均賃金に
占める割合（2010～2012年）」であるが、最低賃金が民間組織の平均賃金に占める割合を単独
で示したのは、割合が合理的であるかどうかは、最低賃金だけではなく、平均賃金との関わ
りによって決まることを説明するためである。 

 表 9 の計算結果は表 8 とははっきりと異なっている。2010年から2012年の、最低賃金が都
市部民間組織の就業者の平均賃金に占める割合の全国平均値は47～50%の間で、都市部組織
を17～22ポイント上回っている。各地域は基本的に40～60%の間で、一部特別の地域で40%

（北京市2012年、重慶市2010～2011年）を下回っているのみで、2010年から2012年の間は毎年、 

5 ～ 6 の地域で60%を超えた。最高は2011年の河南省の69.1%であった。 2 種類の性質の組織
の割合がこれほど大きく違うのは、別々にモニタリングしてはじめて中国の分配の問題がは
っきり説明できるということである。最低賃金が民間組織の平均賃金に占める割合が相対的
に高いという点が、民間組織の生産経営に様々な影響を与えていることは間違いない。 

 最低賃金が都市部の全ての組織の平均賃金に占める割合をモニタリングする場合は、表 8 

と表 9 の計算結果を融合する必要がある。計算する前にまず都市部の非民間組織と都市部の
民間組織の平均賃金について加重平均を行って処理する（計算結果は省略する）。全ての都市
部組織（都市部の非民間組織と都市部の民間組織）の平均賃金が最低賃金に占める割合につ
いては表10「中国の31の地域における法定最低賃金が全ての都市部組織の平均賃金に占める
割合（2010～2012年）」に示した。 

 表 8 と比較すると、表10に示した2010年から2012年の全国における最低賃金が全ての都市
部組織の平均賃金に占める割合はそれぞれ 4 ～ 5 ポイント高く、各地域ともその割合が高く
なっている。2012年には、 8 地域で割合が40%前後となっており、 9 地域で割合がそれぞれ
36%以上となった。 

 

３. 中国における最低賃金制度の実施に関する評価 
 中国の最低賃金制度について、機能の実現、経済的影響、マクロ管理の 3 つの面から評価する。 
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（１）機能の実現に対する評価 
 中国における最低賃金制度は、保障、共同享受、公平という機能を持つ。 

 中国の最低賃金制度は2004年にスタートして10年、低所得者層の基本的生活を保障すると
いう機能が果たされているか否かについては、上述の表 3 、表 5 に明確に表れている。最低
賃金の上昇率はCPIの上昇率を上回るばかりか8、基本的に食品物価指数の上昇率をも上回り、
最低賃金が果たすべき保障機能をまさに発揮している。 

 最低賃金の共同享受の機能は、低所得者層が社会・経済の持続的発展の中で、別の労働者
層と同等の収益共同享受権を受けることによって実現されるもので、最低賃金所得者層の労
働効率や社会に対する貢献を評価する必要はない。低所得者層は通常、それぞれが抱える事
情ゆえに、価値を創出する能力や社会・経済の発展に対する貢献といった面で他の労働者層
に及ばない。そのため、彼らの労働生産性や社会に対する貢献に照らしてその労働報酬を決
めていては、彼らの賃金水準はなかなか上がらず、生活水準が顕著に改善されることもない。
しかしそれでは、社会・経済の全体的な発展にはマイナスである。中国政府はこの点を十分
に認識し、最低賃金基準を、社会・経済の発展成果に応じて適度に引き上げることで（詳細
については表 6 、表 7 参照）、社会の全ての構成員が経済発展によってもたらされるメリッ
トを共有できるよう保証している。 

 公平の機能について。最低賃金の公平の機能は、最低賃金層と別の労働者層の分配のギャ
ップが全体的にあまり大きくなく、一定の合理的な範囲内に保たれることによって実現され
る。前述した通り、最低賃金が社会の平均賃金に占める割合は国際的標準範囲では40～60%

であるが（反対に言うと、社会の平均賃金は最低賃金基準の1.5～2.5倍前後ということにな
る）、これは最低賃金基準と社会の平均賃金の 2 つの面によって決まるものである。その点
は表 8 から表10によって十分に証明される。表 8 から表10にはいずれも、比較的客観的に、
中国の最低賃金が様々な性質の組織の平均賃金に占める割合が反映されているが、この比率
が高いのが民間組織であることから、民間組織は平均賃金が低いことが分かる。そしてそれ
は、中国の賃金分配にはなお根深い問題があることを物語っている。最低賃金制度には特殊
性があり、その増加の法則性の範囲でしか公平の原則を実現できない。中国は公平な、調和
のとれた分配を実現するために、別の手段も講じる必要がある。 

 

（２）経済的影響に対する評価 
 中国の最低賃金は、マクロ経済の運営や企業の生産経営とつり合ったものでなければなら
ない。最低賃金がマクロ経済の運営や企業の生産経営に与える影響は主に、就業に対する影
響、企業の利益に対する影響という形で現れるが、最低賃金と就業や利益との関係について

                                                      

 

8

 最低賃金と CPI との関係については、マクロ経済にインフレや「スタグフレーション」が発生していない限
り、最低賃金政策が比較的急速な引き上げ目標を定める必要があれば、最低賃金の上昇率が CPI の上昇率を
超えてもかまわない。 
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の論争は、西側の理論学界で常に続けられてきた。 

 法定の最低賃金の引き上げが就業に対してプラスの影響を与えるのか、それともマイナス
の影響を与えるのかについては、これまでも様々な意見が存在してきた。筆者はかつて、中
国の31の地域の2000年から2011年の賃金と失業率の相互関係について数理的検証を行ったが、
その結果、偏相関係数による分析でもピアソン（Pearson）の積率相関係数による分析でも、
中国の各地域において、平均賃金と失業率との間には基本的に高い相関は存在しないことが
明らかになった。最低賃金は平均賃金の一定の割合にしか相当しないものであるから、最低
賃金が失業率に与え得る影響は平均賃金の影響を超えることはないものと判断できる。精密
な分析を行うのであれば、新たに出現した失業者グループが低所得者層であるか否かを分析
する必要がある。そして、失業した低所得者層が法定最低賃金基準の引き上げに起因して企
業からリストラされた（または企業が倒産、移転等したことにより失業した）のか、それと
も別の理由で失業したのかを分析しなければならない。これと関連する問題は、各地域の法
定最低賃金基準がいったいどのくらいの就業人数をカバーしているのか、どの程度の企業が
最低賃金基準を実行しているのか等の問題である。こうした情報やデータを獲得するのは非
常にむずかしく、典型調査を実施する必要がある9。理論的な分析によると、法定最低賃金は
労働集約型企業に対する影響が最も大きく、低級部署、低技能、低賃金の「三低」の労働者
層に対して直接影響を及ぼすが、その他の類型の企業やその他の労働者層に対する影響は比
較的小さいかわずかである。中国では、民間企業の多くは労働集約型企業であり、低級部署
に就く労働者の技能は一般的に低い。ところが、『中国統計年鑑』によれば、民間企業の数や
民間企業で働く人の数は年々増える傾向にある。2010年から2012年までを見ると、民間企業
の数は2010年が845.5万社、2011年が967.7万社、2012年が1,085.7万社で、都市部の民間企業で
働く就業者数は2010年に6,070.9万人、2011年に6,911.9万人、2012年に7,557.4万人であった。
民間組織就業者の平均賃金が全国平均値を下回る製造業、卸売・小売業、ホテル・レストラ
ン業、住民サービス・その他サービス業の都市部就業者数もまた同様の状況であり10、最低
賃金が上がっても純減は生じていない。つまり、『中国統計年鑑』のデータを分析しても、中
国の法定賃金基準が就業に対して明らかにマイナスの作用を及ぼすことを証明できる十分な
理由は見つからなかった。 

 もう 1 つの手法として、比較優位理論の考え方で最低賃金が就業に与える影響を分析して
みると、中国では賃金の上昇によって産業の移転が起こっている。報告によると、21世紀に
入ってから、世界最大の靴製造地域、珠江デルタの製造コストは急速に上昇し、外資系靴製
造企業は次々とベトナム、インド等の東南アジアの国々へと移転している。アジア靴製造業
                                                      

  

9

 法定最低賃金基準がどのくらいの低所得層をカバーしているのかについては、政府側から正式に発表された
統計データがないため計算できない。 

10

 2012 年、全国の民間組織の就業者の平均賃金は 2 万 8,752 元であった。そのうち製造業は 2 万 8,215 元、卸売・
小売業は 2 万 7,233 元、ホテル・レストラン業は 2 万 3,933 元、住民サービス及びその他サービス業は 2 万 4,068

元であった（データ出所：『中国統計年鑑』2013 年）。 
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協会の調査結果によると、2008年以降、東南アジアの靴製造業が中国から30%の注文書を奪
い去ったといい、中国の1,900万あまりの靴製造業従業者は極めて大きな衝撃を受けてきた。
データでは現在、中国大陸東部沿海地域の労働者の月給は約500ドルであるが、インドは約300

ドル、ベトナムは約250ドルで、ベトナムの労働者の月給は中国の労働者の半分にすぎない。
中国での靴製造企業経営は、労働力コストの上昇とともに、人民元の値上がりやその他のコ
ストの上昇で、その利益をほぼ蚕食されている11。靴製造業は加工型の労働力集約型産業で
あり、低級部署、低技能、低賃金を特徴としているため、法定最低賃金の引き上げはその労
働者の賃金上昇を推進する役割を果たすはずである。ところが、物価の上昇、経済的レベル
の向上とともに、出稼ぎ農民の機会コストは増加し、賃金と人件費コストの上昇はすでに必
然的状況となった。つまり、市場経済下で賃金上昇を決める市場メカニズムの作用が、政府
による法定最低賃金引き上げの作用を超えたわけである。市場作用の下で、企業によるリス
トラや産業の移転もまた必然となった。市場メカニズムが見せるのはそこに内生する客観的
な経済ルールであって、人の意思によって変化するものではない。中国の南方で起こってい
る産業移転現象について利害分析を行い、労働力数、質、構造の変化を考慮して、最低賃金
政策を制定する上での 1 つの要素とするべきである。 

 最低賃金の上昇が利益に与える影響について、賃金面から分析すると12、非常に明らかな
ことは、利益と賃金コストは一方が上昇すれば一方が下降する反比例関係にある。企業は賃
金と労働生産性の関係に注目し、これをもって企業の競争力をモニタリングするとともに、
これに基づいて最低賃金の引き上げが利益に対してマイナスの影響を与えないか間接的に判
断する。 

 表11は、「中国の製造業の実質的な平均賃金と実質的な労働生産性の上昇率の割合（1996

～2012年）」である。1996年から2012年の中国の製造業の実質的な賃金平均上昇率と 1 人あ
たりの実質的な付加価値で計算した実質的な労働生産性の上昇率とを比較すると、2004年ま
では労働生産性の実質的な伸びが同時期の賃金の実質的な伸びを上回っていたが、2004年以
降は大多数の都市で下回っている。ただし、2007年、2009年、2011年の割合は 1 : 1 に近いか
これを下回る割合であった。このように、長期的な傾向を見ると、賃金の実質的な上昇率と
労働生産性の上昇率は比較的低い比例関係を保っていたことが分かる（1 : 0.78）。ところが
ここ数年、賃金の上昇率には、次第に明らかな拡大傾向が見られるようになった。労働年齢
人口が総人口に占める割合が低下したことによる賃金の急速な上昇は徐々に利益を侵食し、
利益を得られなくなった企業はリストラ、休業または倒産、生産の転換または産業の移転を
選ばざるを得ない。こうした状況においては、法定最低賃金が利益に対して何らかの直接的、
間接的影響を与えられるか否かに関わらず、政府が行うべきことは、モニタリングの強化、

                                                      

11

 李溯婉『中国の靴製造業にとって次の駅はどこにあるのか』『第一財経日報』B03 版、2014 年 5 月 20 日。 

12

 最低賃金と利益の相関性について研究し、最低賃金が何パーセント上がれば利益が何パーセント下がるかを
分析している学者は多い。 
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全体の掌握、制御、慎重な調整のみであって、他の選択肢はない。 

 

（３）マクロ管理に対する評価 
 中国政府は、最低賃金制度に対してマクロ管理の職責を履行する。現在のところ、中国の
最低賃金制度に関する規定は国の労働保障部門が制定しており、最低賃金基準の制定、調整、
実行、監督検査は各省、自治区、直轄市人民政府の労働保障行政部門が担当している。最低
賃金基準の確定と調整に当たっては、政府主管部門が同じレベルの労働組合、企業連合会（企
業家協会）と共同で検討し、制定する。こうした、最低賃金の責任の実行や手続きの制度は
合理的に設計されているが、実施面ではいくつかの問題がある。最低賃金のマクロ管理の 3 

つの主な問題について以下に述べる。 

 第 1 に、最低賃金基準の調整に当たって、「長官の意思」が尊重されること、基準が不統
一であることが問題点として挙げられる。各地域で最低賃金基準を調整する際には通常、ま
ず回帰分析を行うが、一部には、トップが審査を行う際、分析結果を見ず、最低賃金を「政
治的目標」として基準を急速・大幅に引き上げてみたり、「企業誘致目標」として、最低賃金
基準の引き上げをスピードダウンさせたり、低く抑えたりする地域が見られる。これは、最
低賃金制度に対する偏った理解の現れである。最低賃金の基準が統一されていないという問
題も存在する。それは主に労働者個人が納付する社会保険料が、一部の地域では最低賃金基
準に含まれているが、大多数の地域では住宅積立金が最低賃金基準に含まれていないといっ
た問題である。これについて、企業、労働者個人、政府の意向・希望は一致しない。この問
題の解決に当たっては、労働者と企業の意向を総合的に考慮するとともに、マクロの監督管
理や効率向上に有利に働くか否かを前提とするべきである。特に、一部の地域では、最低賃
金がしばしば政府部門が別の所得を計算する際の基数として用いられており、最低賃金が本
来の意味を超えて利用されている。実際、財政と結び付けられる事業は多く、財政から多く
が支出されるため、政府は自ずと最低賃金基準の調整が財政支出にどのくらいの圧力をもた
らすかを考えることになって、最低賃金が「財政により調整決定」されることになってしま
う。このため、政府の財政支出と最低賃金がリンクする事業を整理して、最低賃金基準の調
整が財政の干渉を受けないようにする必要がある。 

 第 2 に、最低賃金基準の引き上げに当たって、企業の生産経営状況があまり考慮されてい
ない点が挙げられる。各地域で最低賃金基準を調整する際、多くの場合はマクロの経済指標
との比較のみを考えており、企業、特に労働集約型企業や利益の微細な企業の生産経営状況
はあまり考慮されない。しかし、最低賃金が頻繁に、かなり大幅に調整されることになれば、
こうした企業は利益が得られず、生産運営が立ち行かなくなり苦境に陥る。そうなれば、最
低賃金を規定通りに実行することも難しくなる。マクロ管理が十分に行えなければ、労働者
の賃金が法定最低賃金基準を下回る事態も避けられない。 

 第 3 に、最低賃金の実行に関連するデータの収集が難しいことから、国の最低賃金に対す
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る統一的な指導や調整が十分に行えない点が挙げられる。この点がマクロ管理における最大
の問題である。データの取得が難しいために、どれだけの企業が最低賃金を実施しているの
か、対象となる人々はどの程度いるのか、最低賃金の調整が本当に企業の経営危機を招くの
か、招くとしてどのくらいの企業に影響するのか、企業移転や工場閉鎖がどの程度、最低賃
金の引き上げと関係しているのかといったことが把握できない。また、最低賃金基準の調整
に関係する、都市部世帯の平均扶養者数、賃金の中位数、10%の最低賃金層の賃金水準等の
データも把握できない。これらはいずれも、最低賃金のマクロ管理のために取得・把握され
ているべきデータである。現時点では、国のレベルで各地域の最低賃金基準調整に対してタ
イムリーな指導、調整が十分にできておらず、各地域で最低賃金基準の調整を「各自が勝手
に処理する」状態となっている。これはマクロ経済との統一や調和のとれた成長にはマイナ
スである。 

 

４．中国における最低賃金発展の展望 
 中国で最低賃金制度が正式に実施されるようになって既に10年が過ぎた。最低賃金制度は
下層労働者の賃金の上昇とその生活水準の改善という面で重要な役割を果たし、中国の改革
開放事業の順調な進展を効果的に支えてきた。中国の最低賃金制度にはなおいくつかの問題
が存在するが、政府は最低賃金制度の効率的な実施に向けて、現在も制度の改善・整備を行
っている。 

 政府は多くの文書を公布し、最低賃金の引き上げを規定している。そうした文書には、2011

年の『第十二次五カ年計画草案』、2012年 2 月に国務院が承認して発表した『就業促進計画
（2011-2015年）』、2012年 6 月に国務院が承認した『国家人権行動計画（2012-2015年）』、国務
院が承認・発表した、発展改革委員会等部門の『所得分配制度の改革に係る若干の意見』の
通知（国発〔2013〕 6 号）がある。これらの文書は、賃金の正常な上昇メカニズムを構築し、
経済発展や物価変動等の要素に基づいて最低賃金基準の適時な調整・安定的引き上げを行っ
ている。また、2015年までの最低賃金基準の年平均引き上げ率を13％以上とし、多くの地域
で最低賃金基準をそれぞれの土地の都市部従業者の平均賃金の40％以上に到達させるよう定
めている。 

 中国人力資源・社会保障部の公表データによると、中国では2011年、24の省で最低賃金基
準を調整し、平均上昇率は22%となった。2012年には25の省で20.2%、2013年には27の省で17%

であった。最低賃金が社会の平均賃金に占める割合も上昇しており、前述のとおり、2015年
にはそれぞれの地の都市部従業者の平均賃金の40％以上となるよう努める。 

 現在、中国政府は最低賃金制度の設計と実施について全面的な評価を行っている。最低賃
金のマクロ管理に関する上述の 3 つの問題についても踏み込んだ研究を行っており、改善・
整備の考え方や措置を打ち出している。最低賃金制度は今後より一層、その役割を発揮して
行くものと思われる。  
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表2 2014年の16の地域における法定最低賃金基準               単位：元／月、％ 

番号 地域 2013 2014 

  平均值 1278 1447 13.23 

1 北京市 1400 1560 11.43 

2 天津市 1500 1680 12 

3 山西省 1290 1450 12.4 

4 内モンゴル自治区 1350 1500 11.11 

5 上海市 1620 1820 12.35 

6 浙江省 1470 1650 12.24  

7 江西省 1230 1390 13.01 

8 山東省 1380 1500 8.7 

9 河南省 1240 1400 12.9 

10 重慶市 1050 1250 19.05 

11 四川省 1200 1400 16.67 

12 貴州省 1030 1250 21.36 

13 雲南省 1265 1420 12.25 

14 陝西省 1150 1280 11.3 

15 甘粛省 1200 1350 12.5 

16 青海省 1070 1250 16.82 
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表4 中国都市部の（最）低所得者層の一人あたりの平均食品支出とその割合（2004～2012年） 

年 

最低所得世帯(10%)    

一人あたりの平均食品
支出 

最低所得世帯(10%)    

一人あたりの平均食品
支出の割合 

低所得世帯(10%)     

一人あたりの平均 
食品支出 

低所得世帯(10%)     

一人あたりの平均食品
支出の割合 

2012 3310.41 45.34 4147.35 43.15 

2011 2948.88 45.85 3715.91 43.67 

2010 2525.32 46.15 3246.69 44.11 

2008 2182.29 48.14 2846.26 45.94 

2007 1904.09 47.17 2451.15 43.51 

2006 1586.02 46.33 2073.45 43.51 

2005 1475.67 47.43 1926.01 44.84 

2004 1417.76 49.66 1827.42 46.35 

資料出所：『中国統計年鑑』2005-2013 
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中
国

の
31

の
地

域
に

お
け

る
法

定
最

低
賃

金
が

社
会

の
平
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賃
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に

占
め
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合
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～
20
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年
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単
位
：
元

／
年
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注
：

1
.
平

均
賃

金
は

、
都

市
部

組
織

就
業

者
の

平
均

賃
金

 

 
 

2
.
全
国
の
平
均
賃
金
額
と
『
中
国
統
計
年
鑑
』
の
平
均
賃
金
額
に
は
ず
れ
が
あ
る
。
表
中
の
デ
ー
タ
を
統
一
す
る
た
め
、
計
算
値
を
用
い
て
、
『
中
国
統
計
年
鑑
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の
デ
ー
タ
は
使
わ
な
か
っ
た
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表11 中国の製造業の実質的な平均賃金と実質的な労働生産性の上昇率の割合（1996～2012年） 

年 

製造業企業 
実質的な平均賃金上昇率 

製造業の実質的な労働生産性の上昇率 
（一人あたりの実質的付加価値に 

基づき計算） 

比 率 
（実際の労働生産性 
上昇率を 1 とする） 

1996 0.32% 16.26% 0.02  

1997 1.99% 18.59% 0.11  

1998 19.78% 27.78% 0.71  

1999 11.78% 21.20% 0.56  

2000 11.37% 17.53% 0.65  

2001 10.93% 16.68% 0.66  

2002 13.69% 18.29% 0.75  

2003 14.15% 19.73% 0.72  

2004 8.88% 23.29% 0.38  

2005 10.05% 5.73% 1.75  

2006 12.70% 7.54% 1.68  

2007 11.02% 10.30% 1.07  

2008 9.29% -2.75% —— 

2009 10.86% 13.69% 0.79  

2010 11.73% 3.20% 3.67  

2011 12.63% 13.56% 0.93  

2012 10.61% 5.73% 1.85  

平均値 10.61% 13.64% 0.78  

資料出所：関連の統計年鑑のデータに基づき計算 
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韓国の最低賃金と雇用・物価 
 

            韓国労働研究院 先任研究委員 

カン・スンボク1

 

 

１．序 論 
 1988年に施行された韓国の最低賃金制度は、低賃金労働者を保護し、最低賃金水準を決定
する「最低賃金委員会（Minimum Wage Council）」もまた、設立初期から労使合意による方式
をとり、韓国の労使合意機関の代表的な機関として評価されている。韓国の最低賃金水準は
名目賃金・実質賃金ともこの間一貫して増加し、労働者の中間賃金を基準とした相対的水準
もまた持続的に増加し、2013年現在、中間賃金の50％に迫っている。 

 最低賃金制度は賃金の最低水準を保障し、労働者の生活の安定と労働力の質の向上をもた
らすのに肯定的な効果がある。半面、経済学の伝統的理論によると、最低賃金の設定が外部
効果（external effect）として作用して労働の供給超過が発生し、それによって雇用が減少し2、
最低賃金水準の賃金を支払っていた企業に生産費用の増加要因として作用した結果、価格の
値上げという否定的な効果が起こりうる。 

 本研究は韓国の最低賃金の最近の動向を紹介し、時系列データおよび I‐O分析を通して、
韓国の最低賃金が雇用・物価に及ぼす効果に関して分析する。この研究の構成は以下のとお
りである。 

  2 ．「韓国の最低賃金制度と最近の動向」では、韓国の最低賃金の決定構造と絶対的・相
対的水準、そして未満率の推移等を見る。 3 .「韓国の最低賃金と雇用」では、時系列データ
を用いて韓国の最低賃金が雇用に及ぼす効果を見る。 4 ．「韓国の最低賃金と物価」では、I‐
O分析を通して韓国の最低賃金が物価に及ぼす効果に関して分析する。最後に 5 ．「結論」で
は、本文の内容をまとめ示唆点を論じる。 

  

                                                 
1

  韓国労働研究院先任研究委員（kangsb@kli.re.kr） 

2

  最低賃金の引き上げは雇用に影響がない、あるいはプラスの効果があるという研究もある。代表的にはCard 

and Krueger（1995）等の論文を参照。 
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２．韓国の最低賃金制度と最近の動向 
（１）韓国の最低賃金制度 

韓国の最低賃金制度は1988年 1 月 1 日に実施された。施行初期は適用範囲が10人以上の労
働者が働く製造業であったが、次第に範囲が拡大し、2014年現在は全産業のすべての労働者
が対象である。内容の詳細は次のとおりである。 

ア 適用対象 
韓国の最低賃金は韓国内のすべての事業所に適用され、常用労働者のみならず臨時・日雇・

パートタイム労働者まで、すべての労働者が対象となる。ただし、家族のみを使用する事業
所と家事使用人には適用されず、船員等は最低賃金法以外の別の法律が適用される。また、
修習使用中にある者であって修習使用された日から 3 カ月以内の者と、警備労働者は、最低
賃金額の90％が適用される。 

また、韓国の最低賃金は地域や年齢の区別なく、単一の最低賃金額が適用される。 

イ 最低賃金の決定方法 
韓国の最低賃金は、雇用労働部長官が毎年最低賃金委員会（Minimum Wage Council）の審

議を経て決定・告示する。最低賃金委員会は労働者・使用者・公益委員の各 9 名で構成され
る。こうして決定・告示された最低賃金は、翌年 1 月 1 日から12月31日まで効力を生じる。 

ウ 最低賃金の決定基準と単位期間 
韓国の最低賃金は、労働者の生計費や類似労働者の賃金及び労働生産性を考慮して決定し、

時給で定められる。また、韓国の最低賃金は労働者の定期的・一律的な所定労働または総労
働に対して支払うものと定められた時給・日給・週給・月給に対して適用し、不定期的なボ
ーナスはこれに含まれない。 

 

（２）最低賃金と関連指標の推移 
1988年以降、韓国の最低賃金水準に関して様々な算定方式で計算した結果を、図 1 ～図 4 に

示している。まず図 1 の年度別名目最低賃金額と実質最低賃金額の推移を見ると、最低賃金
制度が導入された1988年以降、一貫して増加していることが分かる。増加幅は2000年以前と
以降で違いがみられ、2000年以降はそれ以前に比べ増加幅が大きくなっている。 

次に、年度別最低賃金（実質）増加率と全労働者の時間当たり平均賃金（実質）増加率を
比較した図 2 を見ると、韓国の最低賃金はおおむね全労働者の平均賃金に対応して変化して
いることが分かる。 

図 3 は、最低賃金の相対的水準を現わす「全賃金労働者の中間賃金（Median Wage）と比べ
た最低賃金水準」を示したものである。2001年以降の推移を見ると、最低賃金の相対的水準
はおおむね上昇し、近年はほとんど50％に近いことが分かる。 

図 4 は2001～2013年の最低賃金未満率（全労働者のうち最低賃金未満の労働者の比率）を
示したものである。最低賃金未満率は2001年以降、2009年まで引き続き上昇していたが、最
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近は落ち着く傾向を示している。       

 

図1 最低賃金額の推移 

                                            （単位：ウォン） 

        <名目賃金ベース>                    <実質賃金ベース> 
 

 

 

 

 

 

 

資料出所：最低賃金委員会（Minimum wage council） 

 
 

図2 最低賃金増加率の推移 

                                         （単位：％） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料出所：統計庁（Statistics Korea）および雇用労働部（Ministry of Labor） 
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図3 全労働者の中間賃金（Median Wage）と比べた最低賃金水準 

                                        （単位：％） 

 

     資料出所：統計庁、「経済活動人口付加調査」 

 

図4 最低賃金未満率の推移 

                                        （単位：％） 

 
    資料出所：統計庁、「経済活動人口付加調査」 
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３．韓国の最低賃金と雇用 
この章では時系列データを使用した分析を通して、韓国の最低賃金が雇用に及ぼす効果を

考察する。 

（１）分析対象グループの選別 
最低賃金と雇用との関係を分析するためには、まず最低賃金に直接的に最も大きな影響を

受ける年齢グループを特定する必要がある。そのために、性別、年齢別で最低賃金の影響を
受ける程度（最低賃金以下の者の比率）を示すと、次のとおりである。以下では最低賃金以
下の者の比率を「最低賃金適用率」と表示する。 

図 5 は統計庁の資料を用いて、2001～2013年の性別、年齢別賃金労働者の最低賃金適用率
（最低賃金以下の者の比率）を示したものである。年齢－最低賃金適用率は、おおむね逆U字
の形態を示す年齢－賃金プロファイル（age-wage profile）とは反対に、U字形を示している。
これを性別に見ると、女性の最低賃金適用率は15歳以降、25歳まで急速に低くなり25歳以降
緩やかに増加する。しかし男性は、底点に到達する時期が女性より遅い30歳付近であること
が分かる。これは男性の場合、卒業後、アルバイトでないフルタイムの仕事を得る時期が、
韓国の特性である軍入隊によって女性より遅れるためであると思われる。 

表 1 は、性、年齢別最低賃金の影響が最も高い 4 つのグループの13年間（2001～2013年）
の平均最低賃金適用率、賃金労働者の比率（賃金労働者数／生産可能人口数）を示したもの
である。これを見ると、最低賃金適用率は若年層・高年層ともに女性が男性より高い半面、
賃金労働者の比率は若年層では女性が男性より高く、高年層では女性が男性より低くなって
いる。 

 
図5 性別、年齢別最低賃金適用率（2001～2013年平均） 

（単位：％） 

  

資料出所：統計庁、「経済活動人口付加調査」      
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表1 分析対象グループの最低賃金適用率、賃金労働者の比率（2001～2013年平均） 

 

 

性別 年齢 

最低賃金 

適用率（％）
賃金労働者の 

比率（％） 

グループ1 男性 18-24歳 19.6 30.9 

グループ2 女性 18-22歳 21.4 34.0 

グループ3 男性 60歳以上 30.7 19.1 

グループ4 女性 60歳以上 47.3 11.0 

全労働者   9.1 24.8 

 

（２）分析モデル 
ア Kaitz指数 
この研究では、時系列資料を用いた最低賃金研究のほとんどで使用されているKaitz指数を

使用して最低賃金水準を現わす。Kaitz指数は「各産業の雇用比率と最低賃金影響率で加重
（weight）した平均賃金と比べた最低賃金水準」を意味する。 

韓国のKaitz指数を見ると2001年以降、最低賃金の適用範囲が全産業・全規模に拡大し、す
べてのグループのKaitz指数が急増して着実に上昇したが、2008年からは多少停滞している。 

イ Cointegration regressionモデル：Fully Modified OLS（FMOLS） 
Cointegration regressionモデルは変数間の共和分関係を単一方程式体系で推定する方法で

ある。 

 

図6  Kaitz指数（四半期） 

 

    注：対象は非農業全産業 
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（３）最低賃金と雇用との関係 
完全修正OLS（Fully Modified OLS（FMOLS））モデルを用いて共和分関係がある変数に関

する回帰分析を実施した結果が表 2 である。これを見ると、最低賃金（log（kaitz））変数の
回帰係数がすべてのグループでマイナスの値を示し、統計的にも有意であることを確認する
ことができる。数値で示すと、最低賃金の10％引き上げは雇用率を0.4～0.9％ほど減少させ
ることが明らかになる。 

FMOLSの推定結果を分析グループ別に見ると、若年層（グループ 1 、 2 ）の方が高年層（グ
ループ 3 、 4 ）に比べて最低賃金の変化による雇用減少効果がより大きく現れる。若年層で
は雇用減少効果の性別差が明確でない半面、高年層では女性（グループ 4 ）が男性（グルー
プ 3 ）に比べて雇用減少効果がより大きく現れる。 

 

表2 FMOLS推定係数（従属変数log（ep）） 

 グループ1 グループ2 グループ3 グループ4 

log（kaitz） 

-0.082  

（0.032**） 

-0.086  

（0.034**） 

-0.039  

（0.012**） 

-0.065  

（0.018**） 

log 

（ur_adult） 

-0.164  

（0.018**） 

-0.132  

（0.023**） 

-0.066  

（0.011**） 

-0.081  

（0.020**） 

log（pop） 

0.036  

（0.118） 

0.258  

（0.098**） 

-0.147  

（0.119） 

0.383  

（0.296） 

log（enp） 

-0.239  

（0.135*） 

-0.341  

（0.098**） 

― ― 

注：1）共和分方程式（cointegration equation）に外生変数で定数項（c）とトレンド（trend）、トレンドの二乗（trend2）、
3つのseasonal dummy、IMF以降のダミー（dimf）を追加した。 

   2）括弧内はstandard error 

   3）**は5％、*は10％有意レベルで有意である。 

 

 

４．韓国の最低賃金と物価 
（１）産業連関分析を用いた分析方法 

この章では、産業連関分析を用いて韓国の最低賃金と物価の関係を分析する。最低賃金の
引き上げが賃金全体に及ぼす影響を産業連関表外部から推定した後、ここで得られた賃金全
体の変化が再び物価に及ぼす影響を、産業連関表をとおして分析する 2 段階方法を使用し
た。 

賃金全体の引き上げ率は、最低賃金の引上げ率に最低賃金受給労働者比率と賃金全体に比
す最低賃金の相対的水準を掛けて算出することができる。この式に最低賃金の波及効果

（spillover effect）を考慮して、最低賃金の10％引き上げにより最低賃金超過～P25労働者は 
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3 ％、P25～P50労働者は 1 ％の波及効果を仮定した。 

次に産業連関表を用いて、雇用者報酬（賃金）の変化（ W

P
& ）が当該部門および全生産物価

格に及ぼす効果（ d

P
& ）を次のとおり算出することができる。ここで 1

)(
−

′−

d

AI は価格波及を
表す逆行列（ ′

d

A は国産財投入係数行列 d

A の配置行列）、 W

A
ˆ は雇用者報酬係数行列（対角要

素が雇用者報酬を国内生産額で割ったもので、非対角要素がゼロの行列）である。 

 

   WWdd

PAAIP
&& ˆ

)(
1−

′−=  

 

（２）最低賃金と物価との関係 
表 3 は、最低賃金の10％引き上げが賃金全体に及ぼす影響を推定した結果である。これを

見ると、2006～2011年の期間に全産業を基準として最低賃金が10％引き上げられた時、賃金
総額は平均的に約1％引き上げられることが明らかになる。 

次に、最低賃金が10％引き上げられた時、物価に及ぼす影響を計算すると、最低賃金の10％
引き上げは物価全体を年度別で約0.2～0.4％引き上げることが分かる（表 4 ）。 

最低賃金引き上げに対する物価の変化を産業別に見ると、飲食店及び宿泊業、教育及び保
健サービス業、社会及びその他サービス業等、主にサービス業で物価上昇率が高くなってい
る。サービス業は最低賃金労働者比率が相対的に高く比較的零細な事業所で構成されており、
市場における競争程度も高いと認識されている。したがって、最低賃金がすべての産業で一
律に引き上げられた時、最低賃金労働者の比率が高く零細事業所が多いサービス業では、利
潤または雇用の縮小を柔軟に行うことが難しく、費用負担の上昇を価格に転嫁させる傾向が
高いと思われる。 
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表3 最低賃金の10％引き上げが平均賃金全体に及ぼす影響 
                                        （単位：％） 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

全体 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 

農林水産品 2.8 3.2 2.8 3.9 3.8 3.6 

鉱山品 1.1 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 

飲食料品 1.2 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 

繊維及び革製品 1.5 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3 

木材及び紙製品 1.1 1.2 1.4 1.1 1.0 0.8 

印刷及び複製 1.9 1.7 1.3 0.8 0.6 0.6 

石油及び石炭製品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

化学製品 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 

非金属鉱物製品 1.2 1.0 1.0 1.3 0.8 0.7 

第一次金属製品 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 

金属製品 1.2 1.3 1.0 1.0 0.9 0.7 

一般機械 1.3 1.2 0.8 0.8 0.7 0.6 

電気及び電子機器 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 

精密機器 1.4 1.0 0.9 0.6 0.9 0.6 

輸送装備 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 

その他の製造業製品 1.3 1.1 0.9 1.2 1.1 0.7 

電力、ガス及び水道 1.1 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 

建設 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 

卸小売 1.3 1.4 1.2 1.3 1.1 1.0 

飲食店及び宿泊 1.9 2.4 2.5 2.9 2.4 2.1 

輸送及び保管 1.1 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 

通信及び放送 1.3 1.0 1.1 0.7 0.6 0.6 

金融及び保険 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 

不動産及び事業サービス 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 

公共行政及び国防 0.7 0.7 0.6 1.0 0.8 0.7 

教育及び保健 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 

社会及びその他のサービス 1.4 1.4 1.2 1.5 1.2 1.0 

その他 2.2 2.1 2.1 2.7 2.2 2.9 
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表4 最低賃金の10％引き上げが物価に及ぼす影響 
                                                          （単位：％） 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

全体 0.36 0.34 0.27 0.30 0.26  0.22  

農林水産品 0.29 0.32 0.27 0.38 0.36  0.35  

鉱山品 0.35 0.35 0.28 0.25 0.25  0.22  

飲食料品 0.28 0.30 0.25 0.28 0.26  0.23  

繊維及び革製品 0.46 0.47 0.36 0.40 0.36  0.29  

木材及び紙製品 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24  0.20  

印刷及び複製 0.62 0.59 0.44 0.29 0.23  0.22  

石油及び石炭製品 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02  0.02  

化学製品 0.23 0.20 0.16 0.18 0.14  0.12  

非金属鉱物製品 0.35 0.30 0.25 0.28 0.21  0.18  

第一次金属製品 0.19 0.19 0.13 0.16 0.13  0.10  

金属製品 0.40 0.40 0.26 0.29 0.25  0.20  

一般機械 0.43 0.39 0.26 0.28 0.24  0.20  

電気及び電子機器 0.27 0.23 0.19 0.18 0.15  0.13  

精密機器 0.40 0.32 0.27 0.23 0.25  0.19  

輸送装備 0.31 0.27 0.22 0.22 0.21  0.18  

その他の製造業製品 0.45 0.40 0.32 0.38 0.34  0.24  

電力、ガス及び水道 0.16 0.12 0.10 0.12 0.08  0.07  

建設 0.53 0.48 0.40 0.39 0.34  0.27  

卸小売 0.46 0.48 0.40 0.43 0.35  0.32  

飲食店及び宿泊 0.52 0.61 0.60 0.69 0.58  0.50  

輸送及び保管 0.34 0.29 0.22 0.27 0.24  0.21  

通信及び放送 0.42 0.37 0.35 0.28 0.23  0.21  

金融及び保険 0.35 0.32 0.27 0.25 0.23  0.19  

不動産及び事業サービス 0.39 0.39 0.33 0.34 0.31  0.28  

公共行政及び国防 0.44 0.44 0.37 0.56 0.44  0.38  

教育及び保健 0.48 0.42 0.40 0.46 0.44  0.38  

社会及びその他サービス 0.54 0.53 0.46 0.54 0.43  0.36  

その他 0.42 0.47 0.44 0.51 0.42  0.36  

 

  



- 121 - 

５．結 論 

これまで韓国の最低賃金制度の概要と水準、最低賃金の雇用効果、物価効果を概観した。
以上の分析をとおして、次の結論を得ることができた。 

第 1 に、韓国の最低賃金決定制度と最低賃金水準には労使双方から不満の声があるが、制
度施行初期から労使公益 3 者間合意の伝統を一貫して継続している点は評価に値する。ま
た、韓国の最低賃金の相対的水準も近年は中間賃金の50％に迫るなど、国際的水準に近づい
ている。ただし、最低賃金未満率が2000年代半ばに入って大きく高まったため、当局の取り
締まりおよび広報強化が必要と思われる。 

第 2 に、分析の結果、最低賃金が10％増加すると雇用率は0.4～0.9％ほど減少することが明
らかになった。すなわち、韓国の最低賃金引き上げは雇用を減少させる効果があるが、その
効果は微かなレベルであると思われる。 

第 3 に、最低賃金引き上げに対する雇用減少効果は、若年層では男女差がほとんどみられ
ないが、高年層では男性に比べて女性が大きいことが分かった。これは高年層の場合、女性
が男性に比べより解雇または他の労働者に代替されていることを意味し、高年層女性最低賃
金労働者に対する企業の需要曲線が、男性に比べ価格弾力的であることを意味する。 

第 4 に、最低賃金が10％引き上げられた時、賃金全体は全産業ベースで約 1 ％程度上昇す
ることが明らかになった。また、最低賃金の10％引き上げによる各産業別賃金の上昇が物価
に及ぼす影響を分析した結果、最低賃金の10％引き上げは物価全体を約0.2～0.4％ほど上昇
させることが明らかになった。 

第 5 に、最低賃金の引き上げによる物価上昇程度は、製造業等の他の産業に比べ、サービ
ス業等低賃金労働者が多く働く産業においてより高くなることが分かった。 
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春闘を中心とした賃上げの動向 
―賃金相場の波及システムとデフレ脱却に向けた課題 

 

労働政策研究・研修機構 調査・解析部長 

 荻野 登 

 
はじめに 

日本における賃金決定だけでなく、マクロ経済面においても、約60年の歴史をもつ「春闘」
が与えた影響はきわめて大きい。労働組合が毎年春に一斉に賃上げを中心とする要求を企業
に提出し、全国的中央組織（ナショナルセンター）や産業別労働組合の指導・調整のもとに
各企業と団体交渉を行うことを「春闘」と呼ぶ。 

本稿では、高度成長期、石油危機を経た安定成長期、バブル崩壊後の経済停滞期における春
闘の変化、さらに現下の課題であるデフレ克服と「春闘」が担う役割などについて概観する。 

 

１．春闘とはなにか 
（１）「大幅賃上げによる欧米並み賃金の実現」を目標にスタート 
 「春闘」とは毎年 3 ～ 5 月に賃金交渉を中心に行われる主に産業別労働組合が指導する労
働組合の統一闘争である。1955年に始まり、毎年、日本全体の賃上げ相場を形成してきた。
春闘が始まった当初の目標は、「大幅賃上げによる欧米並み賃金の実現」だった。先行する民
間大手の交渉結果が産業内にとどまらず、中小企業や公務員など日本全体に波及する「春闘
相場」が形成されるようになったのは50年代後半からである。 

毎年の春闘に向け労働側は、ナショナルセンターで要求水準の議論を行い、産別統一闘争
の内容として、統一要求、統一闘争（要求提出日、回答指定日、ストライキ配置など）、統一
妥結という各企業別労組が共通で取り組む事項を決める。そのうえで、実質的な交渉の場と
なる企業内労使交渉の結果による賃上げ相場を社会的に波及させ、賃金水準の平準化を図る
ことを狙いとしている。 

労働組合がない企業でも、春闘の賃上げ相場を意識した賃金改定が実施されることが多い。
さらにこうした賃金交渉の結果は、政府における毎年の公務員の給与改定や最低賃金改定審
議の参考にもされる。 

日本経済は50年代後半から「岩戸」「オリンピック」「いざなぎ」との名前が冠された好景
気が続いた。61年に発足した池田内閣は「所得倍増計画」を発表。63年から労働側は「ヨー
ロッパ並み賃金」の実現をスローガンに掲げた。春闘開始早々の10年間は私鉄や公務員関係
労組が交渉のパターン・セッターとなっていたが、高度経済成長が加速した60年代からは、
製造業の代表格である鉄鋼労使が、賃上げ相場の形成役を務めることになる。さらに、輸出
主導による経済発展の原動力となった鉄鋼、造船・重機、電機、自動車など産別によって1964



- 124 - 

年に全日本金属産業労働組合協議会（金属労協）が結成されてからは、こうした民間の金属
四業種が春闘の賃金交渉をリードすることになる。 

 

（２）高度経済成長の破綻で春闘は転機に 
 1973年の第一次オイルショックにより、高度成長は破たんした。オイルショックの狂乱物
価のもと展開された74年の春闘は、32.9％の大幅賃上げで決着。一方、この年の GDP は戦後
初めてのマイナス成長に転じた｡このままの賃上げを続ければハイパーインフレを引き起こ
しかねないことから、経団連の前身である日本経営者団体連盟（日経連）は｢75年は15％以下｣
とのガイドラインを示した1。こうした動向を受け、労働側も前年度実績プラスアルファとい
う要求パターンを見直し、75年の春闘ではインフレ沈静化のため国民経済との整合性を重視
した自制的賃金要求である「経済整合性論」に要求スタンスに転換する。その結果、75年の
賃上げは13.1%に低下し、これ以降、10％以上の 2 桁賃上げは陰を潜める（図 1 ）。これによ
り、ヨーロッパ並み賃金をめざした「大幅賃上げ路線」にピリオドが打たれ、春闘の発案者
であり、ナショナルセンター（総評）のトップを務めた太田薫氏は自著で『春闘終焉』と引
導を渡した。 

 しかし、石油危機後に労働側がこうした自制的な賃上げ要求にシフトしたことで、わが国は
欧米諸国が陥った景気後退とインフレが同時進行するスタグフレーションからいち早く脱した。 

 

資料出所：厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」 

注：2003年までの主要企業の集計対象は、原則として、東証又は大証１部上場企業のうち資本金20億円以上かつ従業
員数1,000人以上の労働組合がある企業である。（1979年以前は単純平均、1980年以降は加重平均。）2004年以降
の集計対象は、原則として、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合がある企業である（加重平均） 

                                                      

1

 日経連は 1970年からインフレ回避のために名目賃金上昇率を実質付加価値生産性の伸び率の範囲内とするこ
とで、賃上げ分の価格転嫁によるインフレを起こさない「生産性基準原理」を提唱し、企業に徹底を求めて
きた。これに対して労働側は、「実質賃金上昇率を実質付加価値生産性の伸び率に合わせる」（物価上昇分を
賃上げに反映する）という「逆生産性基準原理」を主張し、反論してきた。なお、旧日経連の担当者の証言
によると 1985 年のプラザ合意以降、急激に進んだ円高によって、為替減価で生産性をいくらあげても利益に
結びつかなくなり、生産性基準原理による賃金決定が機能しなくなったことから、各企業の「支払い能力論」
を新たな原理として打ち出したとしている（連合総研・調査報告書「日本の賃金―歴史と展望」2012 年） 
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（３）生産性本部の創設と労使協議の拡大、社会的対話による影響 
 1955年に春闘方式が始まって以降、1960年の日米安保闘争、総資本対総労働の対決といわ
れた三井三池闘争を頂点に、この時期、労働運動は「政治の季節」にあった。しかしこれ以
降、高度経済成長が本格化すると、経済成長の成果を賃上げに求める「経済の季節」に移行
する。1964年、経済協力開発機構（OECD）に加盟し、先進国クラブのメンバーとなった後、
1968年の国民総生産は米国に次いで第 2 位となる。この高度成長期の61年から75年までの15

年間、一度の例外を除いて、毎年10%以上の 2 桁賃上げが実現されてきた（図 1 ）。その結果、
ある銀行の報告書によると1965年から75年の賃金コストは600%以上も増加したとしている。  

春闘のスタートと同じく、1955年にアメリカ政府と通産省の支援を受けて設立された財団
法人日本生産性本部が労使関係の安定に与えた影響も大きかった。主な目的は生産性向上運
動を労使の協力のもとで進めるためだが、労働界はナショナルセンターの総評は反対、全労
は賛成と真二つに対応が分かれた。生産性運動は経済的な側面よりも政治的な路線対立で対
応が分かれる状況がつづいた。しかし、①雇用の維持・拡大（生産性の向上は、究極におい
て雇用を増大するものであるが、過渡的な過剰人員に対しては、国民経済的観点に立って能
う限り配置転換その他により、失業を防止するよう官民協力して適切な措置を講ずる）、②労
使の協力と協議（生産性向上のための具体的な方法については、各企業の実情に即し、労使
が協力してこれを研究し、協議する）、③成果の公正な分配（生産性向上の諸成果は、経営者、
労働者及び消費者に、国民経済の実情に応じて公正に分配される）――とする「生産性三原
則」の運動理念が浸透していったこともあり、民間労使ではこの三原則を踏まえた賃金決定
が定着していく。 

この三原則のなかでは、団体交渉以外の事項を話し合う「労使協議」が普及した意義は小
さくなかった。経営環境をめぐる課題についての労使の情報共有が進んだことが、とくに賃
金交渉における紛争回避に寄与したといえる。この情報共有の側面において、政労使による
ナショナルレベルで重要な役割を果たしたのが1970年に設置された産業労働懇話会（産労懇）
だった。政府、労使のトップと学識者を交えた懇談の場は当初、毎月一回、非公式で行われ、
労働問題に限らず経済・社会問題を含めて幅広いテーマで関係者が意見を交わした。政労使
による社会的対話の先駆けであり、とくにオイルショック時における賃上げについて、政府
による所得政策ではなく、労使を交えた社会的な合意形成が図られ、経済的な難局を乗り切
った経験は、その後の労使関係にも大きな規範的効果をもたらすこととなった。 

こうした労使協議の深化により、バブル経済崩壊まで、日本経済は安定的な中成長軌道に
乗ることができたといえる。 

 

（４）バブル崩壊までに春闘がもたらした効果 
高度経済成長のもと大きな展開をみせた春闘方式が国民生活や労使関係にもたらした効

果として、「賃金格差の縮小による総中流意識の形成」と「労使協議の深化を通じた相互学習」
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の 2 点を指摘することができるだろう。 

第 1 の春闘を通じた賃金格差の縮小については60年代以降、賃上げのばらつきが極めて小
さかったことで裏付けられる。賃上げの分布を四分位分散係数でみると2、67年からの 8 年間
は｢春闘相場｣の波及効果が発揮されて0.1以下が続くなど、賃上げ額にほとんど差がない状況
が続いた。 

春闘相場が中小だけでなく、公務員にも人事院勧告の形で波及していくパターンが定着し、
日本社会の格差縮小に寄与した結果、国民の大半が自分の生活を中流だと認識する｢総中流社
会｣の実現につながったと見ることができる。 

第 2 の労使の春闘を通じた労使相互の学習効果については、ナショナルレベルや企業労使
間にまで及ぶ労使協議の場の定着が大きく影響している。まず、ナショナルレベルでは、産
労懇などの場を通じて、国際的な経済情勢も含むマクロ経済の状況について労使が情報を共
有する。そのうえで、労働側の賃上げ要求作成に当たっては、とくにオイルショック以降、
労働側はマクロ・ミクロの経済動向を踏まえ、「経済整合的」な要求を組み立て、交渉に臨む
ようになる。これは日常的に経営側と企業の経営状況、経営計画に至るまで、多様な議論が
交わされる企業内労使や産業別労使団体による労使協議が浸透した動きと軌を一にしたもの
といえる｡ 

しかし、後で触れるように失われた20年といわれる経済停滞とデフレ経済の進行のなかで、
春闘が生み出したこうした効果は大きく動揺する。その最大の要因としては、こうした交渉・
協議の枠に入らないことの多い、非正規雇用の比率が、過去20年間で大きく伸びたことがあ
る。 

 

２．失われた 20 年における春闘の変化 
（１）バブル崩壊以降、90年代前半では労働時間短縮が焦点 

バブル経済は89年末に株価が 3 万8,915円の史上最高値を記録した後、急速にしぼみ、わず
か10カ月で半値に転落。日本経済は長期不況の深みにはまっていく。さらに90年代後半から
は、デフレの進行が加わり、労働側の「定期昇給＋過年度物価上昇分＋生活向上分」という
マクロ経済指標に基づく従来型の要求方式も有効性を失い、賃上げ率は下落の一途をたどっ
た（図1）。90年代初頭は、株価と地価の下落という資産デフレの坂道を転がり始めていたも
のの、製造業の業績は堅調で、90～92年の賃上げ率は 5 ～ 6 ％程度で推移した。とくに四分
五裂していたナショナルセンターが1989年に統一して誕生した「連合」の初春闘となった90

年春闘では、5.94％の高い賃上げを獲得する。 

 連合は春闘を「総合生活改善の取り組み」と称し、賃上げに加えて労働時間短縮、政策・
制度要求を「 3 本柱」に据え、90年代前半はとくに「時短」に力点をおいた。この時期、わ
                                                      

2

 四分位分散係数は（第 3 四分位数－第 1 四分位数）／（2×中位数）の式であらわせされ、分散係数の値が小
さいほど、データの分布の広がりが小さいことを示す。 
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が国の膨大な貿易黒字を生み出す要因として欧米諸国から「アンフェア」とされたのが他の
主要先進国に比べ長い労働時間だった。91年の統計では、製造業労働者の年間総実労働時間
は2,080時間にのぼり、ドイツより500時間も上回っていた。 

このため、連合は91年の春闘を「時短元年春闘」と位置づけ、目標を93年年間1,800時間台
の達成においた。この結果、電機と鉄鋼の労使は、当年度の休日増に合意するなど前進が図
られ、とくに鉄鋼の労使間では、休日 2 日増に加え、95年に年間1,800時間台を目指す時短中
期プログラムを確認した。自動車大手でもトヨタ、日産、本田の 3 社が92年春闘で、95年1,800

時間台達成で合意し、翌93春闘では、回答に休日 1 日増が盛り込まれるなど、90年代前半は
製造業を中心に時短が進んだ。 

 

（２）賃上げ・一時金の一括交渉に移行―要求方式に変化も 
 月例賃金の引き上げだけでなく、一時金との一括交渉への移行も90年代の春闘を特徴づけ
る新たな動きといえる。90年に鉄鋼労連が先鞭をつけ、93年からは自動車総連、造船重機労
連も賃上げと一時金のセット要求を始めた。電機連合は、98年からこの交渉方式に移行する。
さらに99年春闘からは、電機産業労使の一部が、経常利益や営業利益といった経営指標を使
い、一時金の支給額が自動的に決定される「デジタル方式」を取り始めた。この流れは、そ
の後他産業に拡大する傾向にある。 

 大手企業の場合、夏と冬に分けて支給される年間一時金は 4 ～ 6 カ月分を占め、年間総賃
金は月例賃金の16～18カ月分となる。一括要求方式への移行は、こうした一時金のウェート
が高い日本独特の賃金制度が背景にある。一方、組合にとっては交渉一元化による時間や予
算の節約効果を期待しての動きであるといえる。夏と冬の一時金（賞与）を賃上げとは別に
交渉した場合、要求策定から交渉・妥結のプロセスを考えると、ほとんど一年中、賃金関係
に時間をとられることになる。交渉を集約化することで、賃金以外の労働時間短縮といった
労働条件整備や政策要求立案・実現の取り組みを強化させる狙いもあった。 

一方、賃上げ要求方式についても90年代前半に従来の従業員全体の賃金水準を引き上げる
平均方式から個別賃金方式へという新たな動きが見られた。個別賃金方式とは、年齢や勤続
年数など一定のポイントを決めて、そのポイントの労働者の賃金をいくら引き上げるか、あ
るいは絶対額でいくらにするかなどを要求する方式を指す。93春闘で電機連合は、これまで
の組合員平均による要求から、35歳の技能者ポイントの賃上げを中心にした個別賃上げ方式
に移行した。産業内の格差是正を目的とした個別賃金の取り組みはこの後、他の産別にも拡
大し、90年代の新たなトレンドになる。同年の春闘総括で連合も「個別賃上げ要求方式を重
視し、格差是正をより強める」と強調した。 

 現在、組合側の賃上げ要求方式は、「平均賃上げ」よりも、「個別賃金」が主流になりつつ
ある。連合は個別方式について、①特定銘柄の労働者の賃金水準・賃上げを決める方式②企
業の枠を越えて賃金水準・賃上げの社会的横断化をめざす取り組み③企業にとって総人件費
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の引き上げ額はそれらの積み上げの結果として算出される――と定義している。これに対し
て経営側は、銘柄が年齢や勤続など属人的要素が強すぎると反論する。 

今年の2014春闘で電機連合は、大手電機メーカー12組合の統一要求として30歳「開発・設
計職基幹労働者」の個別ポイントで4,000円以上の水準引き上げを要求し、2,000円の賃金水
準改善の回答を引き出している。電機連合では他産別に先駆けて、年齢ポイントだけでなく、
職種別に仕事の価値に見合った賃金を要求する「職種別賃金決定方式」も取り入れ、ストラ
イキを背景とした統一闘争を実施している。 

経済が低迷した90年代を通じて、賃上げ交渉のパターン・セッターは成熟産業の鉄鋼・造
船から自動車・電機に完全移行した。しかし、全体を通してみれば、一貫して法人所得ラン
キング 1 位の座にあるトヨタ自動車の労使交渉を横目でにらみながら、各産業のトップ企業
が賃上げ水準を決めるパターンが定着する。いわば「トヨタ待ち」で春闘相場が形成され、
それが他産業全体に波及していく展開だった。 

 

（３）ストライキなど争議を伴わない賃金交渉が定着 
 95年春闘は統一闘争の面でターニングポイントに直面した。 1 月に阪神淡路大震災が発生。
公益産業はこの震災の影響が大きく、毎年始発からストライキを構えて交渉を追い込んでき
た私鉄総連はスト配置を取り止めた。 

 これまで景気後退のときに業績の上下が少なかった公益産業が賃上げの減額に歯止めをか
けてきた経緯があるが、これ以降、規制緩和の圧力も強まり、公益系産業への波及機能が不
全に陥っていく。同年、大手金属関係では500円程度のわずかなベア回答だったが、この相場
が公益産業に波及せず、NTT、電力、私鉄では軒並みベアゼロで決着。これ以降、NTT、電
力ではベアゼロ回答が続いていくことになる。 

阪神大震災を契機に「ストなし」路線となった私鉄総連の春闘は、震災後も揺らぎ続けた。
規制緩和の風圧も加わり、私鉄労使における賃上げの伝統的交渉システムだった中央集団交
渉方式は崩壊への道をたどる。1967年に大手私鉄15社中11社でスタートした私鉄労使の中央
集団交渉は、若干の増減はあったものの、震災の直前には東急、東武、営団、京成、阪神、
阪急、南海、近鉄、京阪の 9 社が参加。このうち95春闘では震災の影響から阪神と阪急が脱
落、事前のスト配置を取りやめたうえ、中央集交初の「東西ブロック別交渉」を行った。96

春闘では京阪も個別交渉の道を選択、さらに翌97春闘には、東急が賃上げの要求・回答方式
の変更を理由に中央集交からの離脱を表明し、各社は個別交渉へ移行した。この結果、産業
労使が一堂に会して交渉し、賃上げ相場を決める中央交渉方式は「終焉」を迎えた。 

私鉄･バスが交通ストライキに突入するかどうかが、春闘の大きな関心事という時期もあ
った。1970年代においては、私鉄以外でもストライキを伴う賃上げ交渉が頻繁に見られたが、
スト戦術を武器に、賃上げ交渉を追い込む闘争方式は年を追うごとに弱まり、春闘における
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ストを伴わない賃金交渉が定着している3。 

 

（４）経済団体が春闘の「構造改革」を提起―統一闘争の亀裂が拡大 
90年代半ばから財界労務部とも呼ばれていた経営側の中央団体である日本経営者団体連

盟（日経連）は「構造改革春闘」を提起し、各社に対して、①自社型賃金決定②総額人件費
管理③能力・成果主義賃金―の徹底を強調しはじめた。春闘の賃上げ交渉の中で、経営側
は「各社とも世界最高になった賃金をこれ以上上げる余地はない」「高コスト体質是正に向け
総額人件費を抑える必要がある」「業績見合いは一時金で対応する」などとの主張を繰り返し、
ベア横並び春闘を切り崩す対応をとる。 

 春闘時に産業別組織が要求・妥結水準などを合わせて個別企業での交渉にのぞむ統一闘争
は、春闘方式の中核的戦術だが、90年代半ばから大きく揺らぎだす。とくにそれを象徴した
のが2000春闘において、「鉄の結束」を誇った鉄鋼労連の統一要求に対する大手 5 社の分裂
回答だった。複数年協定に移行していた鉄鋼労連は2000年、01年でそれぞれベア3,000円（35

歳標準労働者）を要求した。しかし、経営側は、新日鉄など 3 社が「2000年＝ベア1,000円、
01年＝ゼロ」、NKK（現 JFE スチール）など 2 社が「2000年＝ゼロ、01年＝ベア1,000円」と
回答した。ベアの統一回答が崩れたのは1957年以来のことだった。 

2000春闘はまた、自動車総連がそれまで 5 年間続けていた賃上げの統一額要求を取りやめ
た。その最大の理由は各社の業績格差の拡大だった。 

こうした、労働組合側の産別統一闘争のほころびは、年を追うごとに拡大した。 

 

(５）世紀が変わり雇用の安定・維持が前面に―ワークシェアで政労使合意 
 21世紀に入って初となる2001春闘は、大手企業の決算が連結ベースで 4 年ぶりに増収増益
に転じるなど、企業業績に好転の兆しが見えるなかでの交渉となったが、経営側はベアによ
る成果配分に動かなかった。経営側が「ベアゼロ」に固執した最大の理由は、国際競争力の
優位性への危機感だった。一兆円の連結経常利益あげたトヨタでさえ、会社側は労使交渉で

「硬直的な昇給は競争力の再生に重大な影響を与える」との主張を展開した。デフレ経済の定
着に加え、この「国際競争力」の風圧が01春闘の足かせとなった。 

また、これ以降、成果主義の浸透とも相まって、賃上げは個々人の能力・成果に応じて配
分し、企業業績は固定費のベアではなく変動費の一時金で還元する経営側のスタンスが強ま
りだし、人件費の変動費化が加速することになる。 

 その後、IT バブル崩壊とアメリカの景気停滞に追い打ちをかけた同時多発テロにより世界
同時不況の様相が強まるなか、希望退職や早期退職の募集が堰を切ったように拡大し、完全

                                                      

3

 1974 年の 4 月のストライキ発生件数は 3,400 件、参加者は 244 万人に上っていたが、2012 年の春季賃上げ争
議の「総争議」のうち「争議行為を伴う争議」の件数は 49 件、行為参加人員は 7,735 人で、行為形態別にみ
ると、「半日以上の同盟罷業（ストライキ）」の件数は 24 件、行為参加人員は 779 人と激減している。 
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失業率が同年 7 月にはじめて 5 ％台に乗った（図 2 ）。雇用不安が拡大するなか、松下電器
産業グループが初めて早期退職の実施に踏み切り、応募者が 1 万人を超えた。同社は経営家
族主義を標榜し、従業員を大切にする日本的経営のシンボルだっただけに、「終身雇用の終焉」
をサラリーマンは実感させられた。日本的労使関係は岐路に直面する。 

こうしたなか、10月に連合と日経連はトップ懇談を行い「『雇用に関する社会合意』推進
宣言」を共同で発表した。宣言は、深刻な雇用情勢の打開策として、使用者は「雇用を維持・
創出し、失業を抑制する」、一方、労働組合は「賃上げについては柔軟に対応する」などを盛
り込み、労使の役割を明らかにした。「雇用確保」が守られるならば、労働側は賃金などの既
得権益にこだわらない姿勢に転換した。 

このように経済環境が悪化し、雇用情勢が厳しさを増す中で2002春闘は展開した。経営側
は「ベアの見送りにとどまらず、定昇の凍結・見直しや、さらには緊急避難的なワークシェ
アリングも含め、これまでにない施策にも思い切って踏み込むことが必要」とする一方、連
合も1989年の結成以来、初めてベアの統一要求を事実上見送って、賃上げ要求基準を「賃金
カーブ維持分＋α」とし、「雇用確保」を重視した。自動車、造船などベア要求を行った組合
に対しても経営陣は軒並みゼロ回答となった。それだけでなく、回答日後に、大手電機メー
カーを中心に、経営側からの賃金カット、昇給延伸、時間外割増率の引下げといった「賃下
げ逆提案」が次々と明らかとなるなど、春闘自体が大きな歴史的転換点を迎えた。 

こうしたなか、労使及び政府による社会的合意を前提にしたワークシェアリングで、雇用
問題に対処すべきとの意見が勢いを増し、2002年 3 月29日に政労使で構成するワークシェア
リング検討会議は、「日本型ワークシェアリング原則」を確認し、ワークシェアリングを利用
した雇用維持・創出策に関するフレームワークで合意した。 

 これ以降、政労使による協議は、最低賃金の中長期的な引き上げを確認した「成長力底上
げ推進円卓会議」（2007～08年）、ワーク･ライフ・バランスについて政労使の役割を設定した

「仕事と生活の推進調和官民トップ会議」（2007年）、そして2014春闘で賃上げの環境を整備し
た「経済の好循環実現に向けた政労使会議」といった形で引き継がれていく。 
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図2 完全失業率と実質 GDP 増減率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    資料出所：内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」 

    注：2013 年の各四半期平均は季節調整値。実質 GDP 増減率は年率ベース 

 

３．デフレ経済進行下の春闘の変容 
（１）経営側が「春闘の終焉」を宣言―「ベア」から「ミニマム」へ 

前回の消費増税の年である1997年以降、日本全体の賃金水準の低下傾向に歯止めがかから
ないなか（図 3 ）、「春闘」に何が起こっていたのだろうか。 

 その変化の起点は先に触れた雇用安定を優先しつつ、賃下げ提案が相次いだ2002春闘だっ
たかもしれない。2002年 5 月に経団連と日経連が統合し、新たな経済団体として日本経済団
体連合会（日本経団連）が発足した。日本経団連（現経団連）が03春闘に向け、旧日経連が
交渉ガイドラインとして毎年出していた「労働問題研究委員会報告」に代え、初めて発表し
た「経営労働政策委員会報告」（以下、経労委報告）で、「労組が賃上げ要求を掲げ、実力行
使を背景に社会的横断化を意図して『闘う』という『春闘』は終焉した」と宣言。個別企業
労使の関心は、「賃金水準や賃金の引き上げ幅のいかんではなく、自社の生き残りをかけ、雇
用の維持に最大限の努力を払いつつ、いかに付加価値の高い働き方を引き出す人事・賃金制
度を構築するかにある」と表明した。賃上げに関しては、「デフレスパイラルが危惧される状
況下での合理的賃金決定のあり方が問われているが、企業の競争力の維持・強化のためには、
名目賃金水準のこれ以上の引き上げは困難であり、ベースアップは論外である。さらに、賃
金制度の改革による定期昇給の凍結・見直しも労使の話し合いの対象になりうる」として、
ベアゼロだけでなく定昇改革にも踏み込む姿勢を示した。 

一方、労働側は、連合と相場リード役の金属労協が初めて、ベア統一要求を断念した。そ
して、03春闘から労働側は春闘の機能を「ベア中心からミニマム重視」に戦略転換させてい
く。この年、連合は初めて春闘要求のなかに、すべての構成組合がクリアすべき事項を列記
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したミニマム運動課題を盛り込む。 

 

図3 賃金の動向 

 

     資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」 

 

金属労協も賃金底支えのために初のミニマム（35歳21万円）を設定する一方、経営側から
は定昇相当分の圧縮・廃止といった賃金制度の見直し提案が相次いだ。 

第一次石油危機によるインフレ加速により、大幅賃上げ要求型の春闘が 1 回目の終焉とな
ったように、 4 半世紀を経た21世紀の初頭、デフレの定着で経済整合性を前提にした「ベア
による相場波及型春闘」も行き詰まり、春闘は 2 回目の終焉を迎えたことになる。 

春に賃金交渉を集中化させる「春闘」のもっとも重要な役割は、ベースアップによって、
消費者物価指数の上昇による生活水準の変化を調整することにあった。そのため、全国に波
及する平均的な春闘相場の形成が欠かせなかった。しかし、景気の低迷やデフレ状況の継続
により、ベア要求は影を潜めることになる（表 1 ）。賃金交渉の争点が「インフレ回避」か
ら「デフレ克服」に交代したともいえる。 

その後、右肩上がりの賃上げが行き詰まった状況を踏まえ、労働側は、ミニマム重視や企
業横断的な職種別賃金の確立をめざす。対する経営側は従業員全体の一律賃上げから脱皮し、
成果主体の賃金制度へ大きく舵を切る。そしてこれ以降、経営側はグローバル競争の激化な
どを背景に、経営側は労働側の戦術である「横並び」を排除し、個別企業の「支払い能力」
を重視する姿勢をますます強め（注 1 ）、労使が懸案課題を討議する場としての「春討」の
意義は認めつつも、賃上げ（ベア）相場が波及する形での「春闘」の終焉を唱えつづけた。 

 

（２）格差是正へのシフト―中小企業、非正規雇用増加への対応 
2004春闘で「経労委報告」は、定昇制度の廃止・縮小だけでなく、「賃金水準を切り下げ
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るベースダウンも話し合いの対象になる」と踏み込んだ。年功から成果主義へのシフト（賃
金管理の個別化）をより明確に主張した。 

一方この年、連合は中小共闘を立ち上げ、賃金水準の低下が著しい中小企業の底上げ・格
差是正をはかる闘いにシフトしていく。これ以降、大手組合の賃上げ要求は「賃金構造維持
分（定昇）の確保」を重視した取り組みが主体となる（表 1 ）。当時、定昇相当分を金属労
協は全体として 2 ％（6,000円程度）としていた。その後の回答は、定昇維持が中心だったに
もかかわらず、賃上げ率は 2 ％を切りさらに低下傾向で推移する。ここにも脱年功の成果主
義の影響を見て取ることができるだろう。 

ここから、2008年のリーマン・ショック前までは、「いざなみ景気」とよばれる戦後最長
の経済成長が続いた。とはいえ、この間も「ベア要求」は復活しなかった。労働側は「格差
是正」に加え、「社会的配分の是正」を賃上げ要求面での新基軸とした。連合は、規模間、産
業間、男女間、雇用形態間などでの「所得の二極化」が進行したとし、新たに「規模間や男
女間等の格差是正、均等待遇の実現に向けた継続的な取り組み」を、すべての組合が取り組
む課題（ミニマム運動課題）に追加した。 

 こうした運動を支えるため、連合の「パート共闘」が2006年にスタートする。 

なお、わが国における一人当たりの名目賃金（現金給与総額）は図 3 のように1997年以降、
低下傾向にある。この背景として今年の『経済財政白書』（内閣府）ではパート比率の上昇と
いう就業構造の変化をあげている。1990年には20.2%だった非正規雇用の比率は、四半世紀
を経る間に、15ポイント以上増加し、 4 割弱まで上昇している。そのうち、約 7 割をパート・
アルバイトの短時間労働者が占めている。白書は一般労働者とパート労働者の名目賃金がと
もに低下していなくても「賃金水準の低いパート労働者の比率が上昇することによって全体
の平均賃金が押し下げられる」ことがあり、「2001年以降についてパート比率の寄与度をみる
と、それがプラスに寄与している時期は2005年の 4 －12月のみであり、わが国では、パート
比率の上昇が長期にわたって定期給与の押し下げに寄与している」と分析している。 
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表1 民間主要企業の賃上げ額・率及び連合の賃上げ要求の推移 

  賃上げ額 賃上げ率 連合の賃上げ要求方針（平均）

 円 ％

1990年 15,026 5.94 8～9％前後を目標

1991年 14,911 5.65 8～9％中心

1992年 13,662 4.95 8％中心2万円以上

1993年 11,077 3.89 7%中心2万円以上

1994年 9,118 3.13 5～6%2万円以上

1995年 8,376 2.83 1万4000円中心

1996年 8,712 2.86 1万3000円中心

1997年 8,927 2.9 1万3000円中心

1998年 8,323 2.66 1万5000円中心

1999年 7,005 2.21 ベア3200円以上

2000年 6,499 2.06 純ベア１％

2001年 6,328 2.01 純ベア１％

2002年 5,265 1.66 賃金カーブ＋α

2003年 5,233 1.63 賃金カーブ維持分

2004年 5,348 1.67 賃金カーブ維持分

2005年 5,422 1.71 賃金カーブ維持分

2006年 5,661 1.79 カーブ維持＋賃金改善

2007年 5,890 1.87 カーブ維持＋賃金改善

2008年 6,149 1.99 カーブ維持＋賃金改善

2009年 5,630 1.83 ベア（１％台半ば）

2010年 5,516 1.82 賃金構造維持分

2011年 5,555 1.83 賃金構造維持分

2012年 5,400 1.78 カーブ維持＋回復分1%

2013年 5,478 1.8 カーブ維持＋改善分1%

          資料出所：厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」 

          注：賃金カーブ、賃金構造とは定期昇給を含めて毎年、自動的な 

昇給が実施される場合、その実態に合わせた賃金上昇を確保 

するための要求項目。  
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（３）「賃金改定」、「賃金改善」の登場―「賃金の個別管理化」の進展 
05年の経労委報告で経団連は、「ベア要求をめぐる労使交渉はその役割を終え、個別企業

においても、賃金管理の個別化が進むなかでは、一律的底上げという趣旨では、その機能す
る余地は乏しい」―などの主張を展開。今後、賃金の引き上げ・引き下げは「賃金改定と
称すべき」と提案した。 

 06年はデフレ脱却に向け、久し振りの本格的な賃上げ交渉が見込まれた。連合は「マクロ
的には労働側に 1 ％以上の成果配分がなされるべき」との闘争方針を示した。この時の要求
は、「賃金カーブ維持分」を確保したうえで、「賃金改善」に取り組むというもの。このよう
に、労働側提案の「賃金改善」が、この年に登場する。「ベア」ではなく「賃金改善」とした
点に、賃上げ要求・交渉をめぐる交渉環境の変化を読み取ることができる。一律引き上げの

「ベア」に対する経営側のアレルギーに配慮したためだけではなく、①脱年功の成果主義型賃
金制度への移行②企業間・産業間格差の拡大③企業内の配分面でも一律アップの原則が通用
しにくくなった―などが背景にある。 

 賃金改善の中身について連合は、「若年者の水準引き上げや高齢者の賃金カーブの見直し、
初任給、パートの均衡処遇、時間外労働の割増率など幅広いものを内蔵している」と説明し
た。06年、07年と賃金改善に取り組んだ産別は多かったが、回答はバラついた。08春闘でも
連合は、賃上げ要求について「賃金カーブ維持分を確保したうえで賃金改善に取り組む」こ
とを前提に、マクロ的に「実質 1 ％以上の配分の実現」を求めた。しかし、自動車、電機、
鉄鋼、造船など大手組合に示された回答は、賃金改善分で1,000円程度が多く、前年並みか微
増にとどまった。 

 

（４）リーマン・ショック、東日本大震災から2013春闘へ 
 これ以降の春闘の動向を振り返るとき、リーマン・ショック、東日本大震災の影響を抜き
にすることはできない。始まりは2008年秋のリーマン・ショックだった。翌年の09春闘に向
け、労働側は戦後最長を記録した景気拡大と、当時、原油価格などの上昇でインフレ基調と
なっていた物価動向を背景に 8 年ぶりとなるベア要求で足並みをそろえた。しかし、リーマ
ン・ショック直後から企業業績は急激に悪化し、完全失業率も 5 %半ばまで高まった。とく
に派遣労働者の雇い止めが相次いで、非正規雇用労働者の雇用不安が拡大した。労使交渉で
は「賃上げか雇用か」でにらみ合った。 

 その結果、定昇確保を回答した企業が多かったものの、2009年の賃金関係の統計を見ると、
軒並み調査開始以降最大の下げ幅を記録した（図 3 ）。 

 2009年から2010年にかけては、またデフレ基調に陥った（図 4 ）。雇用・賃金調整が継続
し、日本経済は不透明感を増していった。一方、2009年 8 月末に連合が支持する民主党を中
心とする政権が誕生したことで、労働側は「政策制度要求実現」を、個別企業の労使交渉で
決める「労働条件改善」と両輪で進めることを確認する。政権交代を機に、政策や制度面の
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図4  消費者物価指数の推移(前年比)
％

要求実現にむけた運動により力点をおくようになる。 

 年が変わり景気に薄日がさすなか、2010春闘は落ち込んだ一時金の回復と生活防衛が基調
となった。そして、2010年末ころはリーマン・ショック前の 8 割程度まで企業業績は回復し
ていた。こうした事情を踏まえ、労働側は2011春闘から賃金水準のピーク時への回復を目標
に交渉を展開し始めたが、同春闘最大の山場直前の 3 月11日に東日本大震災が発生する。震
災と原発事故により統一闘争の続行が阻まれた。 

とはいえ、それまでの業績回復を踏まえ、 3 月末までに大半の大手企業の交渉は決着し、
回答は定昇維持と一時金は微増が基調となった。しかし、震災の被害に加え、企業に追い討
ちをかけたタイの洪水の影響による業績低下は、2012春闘に反映されることになる。同春闘
は各企業の一時金の落ち込みが目立った。そして、2012年暮の総選挙で民主党が大敗し、第
二次安倍政権が誕生し、いわゆる「アベノミクス」が始動する。デフレからの脱却に向け同
政権は、春闘の交渉期間中に経済界に報酬の引き上げを要請。一部の企業がこれに賛同し、
翌2013春闘は賃上げムードが強くなったものの、全体的な賃上げには結びつかなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料出所：総務省「消費者物価指数」 

 

（５）「経済の好循環」に向けた政労使会議を設置―デフレ脱却で認識を共有 
安部政権は2013年の春闘から、政権の最大課題であるデフレからの脱却には、「賃上げが

不可欠」として、経済界に賃上げを要請し続けてきた。その後、政府は労働側を巻き込んだ
形で環境づくりを図るため、2013年 9 月に「経済の好循環実現に向けた政労使会議」を設置
した。「景気回復の動きをデフレ脱却と経済再生につないで行くには、企業の収益拡大が速や
かに賃金上昇や雇用拡大につながり、消費の拡大や投資の増加を通じて、さらなる企業収益

（％） 
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の拡大に結びつく『経済の好循環』を実現すること」を目的に、経済界、労働界、政府が取
り組むべき課題についての共通認識を醸成することめざした。 

 5 回の会合を重ねたうえで、12月に賃金引き上げに向けて政労使がそれぞれの立場で取り
組むことを確認する「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」と題する文書をま
とめた。文書は、①賃金上昇に向けた取組、②中小企業・小規模事業者に関する取組、③非
正規雇用労働者のキャリアアップ・処遇改善に向けた取組、④生産性向上と人材の育成に向
けた取組――の 4 本柱で構成されている。デフレ脱却に向けた経済の好循環を起動させるた
めに、「経済の好転を企業収益の拡大につなげ、それを賃金上昇につなげていくことが必要で
ある」と強調し、こうした好循環を全体に波及させるとともに、持続的なものとしなければ
ならないとする。 

そのうえで、政府の役割としては、所得拡大促進税制の拡充や復興特別法人税の 1 年前倒
しでの廃止を盛り込んだ。労使に対しては、こうした政府による環境整備を踏まえて、「各企
業の経営状況に即し、経済情勢や企業収益、物価動向も勘案しながら十分議論を行い、企業
収益拡大を賃金上昇につなげていく」ことを確認した。 

また、バブル崩壊以降、拡大が著しい非正規雇用労働者の処遇改善では、正規・非正規の
二元的な働き方を固定化させないため、労使は「ステップアップのための多様な形態の正規
雇用労働者の実現・普及や人事処遇制度の普及・活用に向けた取組を進めることにより、非
正規雇用労働者がその意欲と能力に応じて正規雇用労働者に転換する道筋を積極的に広げる」
ことができるような対応を進めることで一致した。 

 

（６）2014春闘の結果と評価―13年ぶりに賃上げが 2 ％台に 
今年の2014春闘は、大手企業の回答が示された 3 月12日に最大のヤマ場を迎えた。ベース

アップ（ベア）や賃金改善など表現の違いはあれ、交渉リード役として注目された自動車、
電機、鉄鋼など各社の回答には定期昇給だけではない「賃上げ」分が久しぶりに盛り込まれ
た。賃上げ回答の背景には、輸出産業を中心にした円安による業績の大幅な回復だけでなく
政労使会議など、賃上げの環境整備に政府が動いたことがある。 

厚生労働省が 7 月末に発表した民間主要企業314社の賃上げの平均妥結額は6,711円で、前
年（5,478円）比1,233円の増加となり、賃上げ率は前年比0.39ポイント増の2.19％となった。
賃上げ率が 2 ％を超えるのは2001年以来、13年ぶりとなっている。 

また、連合が 7 月にまとめた最終集計によると、月例賃金の引き上げは5928円（2.07％）
となり、こちらも13年ぶりに 2 %台の賃上げが復活した。この結果を踏まえ、連合は「これ
まで長きにわたり一定水準にはりついていた賃金レベルそのものを具体的に引き上げること
ができたことの意義は非常に大きいものがある」と評価したうえで、「デフレからの脱却に向
けた一歩といえるものである」との見解を示している。 

では、春闘の大きな役割である中小企業への賃上げ相場の波及はあったのだろうか。経済
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産業省が 8 月中旬に発表した全国の中小企業 3 万社へのアンケート調査結果によると、今年
度に何らかの賃上げを実施した企業が昨年度を 8 ポイント上回る65％にのぼっている。この
うちベアを実施したのは全体の23％、賞与や一時金を増やしたのは31％だった。この結果を
みると、賃上げの動きが中小企業にも広がっていることがうかがえる。賃上げの理由として
は、「従業員の定着や確保」（76％）が最も多く、次の「業績回復の還元」（29％）を大幅に上
回っている。現在深刻化しつつある人手不足が賃金の引き上げ要因としてのウェートを高め
てきている様子がうかがえる結果となった。 

これまで振り返ったように、過去10数年の春闘では賃上げの代名詞である「ベア」の文字
がほとんど姿を消していた。しかし、2014春闘の回答・妥結状況を見ると、「デフレ脱却」に
は賃上げが必要という労使の共通認識が形成される中、交渉が展開したといえる。つまり、
これまでのミクロの支払い能力やマクロの「経済合理性」を前提とした交渉にとどまらず、
賃金の「社会性」が重視された結果だったと見ることができる。 

この間の労使交渉の経過を振り返ると、「デフレ」経済の長きにわたる定着が「春闘」の
性格を大きく変質させてきたといえる。しかし、今春闘の結果が過去の春闘への回帰を意味
するかといえば、そうではないだろう。回答の表記には「ベア」という表現はあるものの、

「賃金改善」「賃金改定」なども散見される。こうした表現が盛り込まれた背景のひとつに、
15年余に及ぶデフレ下で浸透した成果主義型の賃金制度がある。賃金カーブ全体を底上げす
る「ベア」ではなく、若年などの特定層や目標管理（MBO）などの人事制度で評価が高かっ
た者への配分を選択した企業労使が増えたということだろう。今年の経団連の「経労委報告」
も特定層への配分を主張していた。 

ただし、組合の要求に対して、何らかの賃上げ有額回答を示した企業が多数派となってい
ることから、久し振りに「賃上げ」（ベア・賃金改善）が実施される春闘が復活したことは間
違いなさそうだ。 

 

（７）来春闘以降の課題―生産性の向上と賃金決定のあり方が焦点に 
今年 4 月の 5 %から 8 %への消費税の増税で家計負担が増す中、働く人の将来不安は依然

として大きい。また、15年以上に及ぶデフレ基調からの脱却には単年度の賃上げだけで解決
するのは困難で、持続的な経済成長のためにも継続的な賃金上昇は欠かせないといえる。ま
た、消費者物価は2013年に入って下げ止まり、2013年後半からは上昇基調にあることから（図 

5 ）、賃金実質賃金の確保が、大きな争点となりそうだ。 

こうしたなか、連合、産別レベルでの要求根拠の設定が注目される。連合は政労使会議で
確認した事項の継続と、成果のチェック・フォローを行うことも不可欠であるとし、継続的
な政労使の社会対話を求めるとしている。さらに、「デフレからの脱却」「経済の好循環」を
実現するための施策として、あらためて「賃金政策」の検討を優先するとしている。労働側
は経済整合性論に変わる新たな要求の考え方の整理を求められている。  
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図5 物価の動向 

 

   資料出所：総務省「消費者物価指数」、日本銀行「企業物価指数」 

 

  4 月の政府の産業競争力会議で有識者議員が提出した資料では、「今春の賃上げは、政労
使会議の下、賃金の持つ社会的意義が労使相互に認識され、『長年のデフレの中で、賃金は引
き上げられないもの』との労使双方の意識を大きく転換した点で評価できる」との見解を示
したうえで、今後、経済の好循環を確立し、持続的成長を確かなものにするカギとして、「成
長戦略により競争力を強化し、付加価値生産性を高め、企業収益を拡大すること。また、デ
フレ下で乖離している生産性と賃金について、生産性向上の成果を賃金上昇につなげること」
などが必要だとしている。さらに、「企業収益を適切に配分していく観点から、賃金決定ルー
ルを再構築することも必要ではないか」と問題提起している。 

 このように今後は、労働生産性の上昇による成果を、労働者に配分することによって実質
賃金が増加する好循環に、いかに移行させることができるかが課題になるだろう。先に触れ
た今年の経済財政白書は、2000年前半からの実質賃金の動向を見ると「労働生産性の向上が
時間当たり実質雇用者報酬を押し上げていたものの、労働分配率の低下と交易条件の悪化が
マイナスに寄与した結果、全体として横ばいで推移した」としている。この間、労働者の付
加価値の取り分が減少し、円高の進行による為替の減価によって輸入コストなどが上昇した
ことが、実質賃金の押し下げ要因になっていたと分析している。 

 こうした背景を踏まえると、来年の春闘以降、マクロ的にはデフレからの脱却に向けて、
名目賃金の上昇率が消費者物価上昇率を上回ることが求められる。一方、労使交渉のミクロ
レベルでは、正社員にとどまらず、パートなど非正規雇用も含めた労働生産性の向上とその
分配のあり方が、労使双方に問われることになるだろう。 

 


